
 

 

病床機能再編支援事業費補助金の概要 

 

１ 趣旨 

  令和２年度より厚生労働省が地域医療構想の実現のため、病院又は診療所であっ

て一般病床又は療養病床を有するものが、病床数の適正化に必要な病床数の削減を

行う場合、削減病床に応じた補助金を支給する新たな財政支援制度を創出した。 

 本県においても各医療機関に要望調査した結果、病床削減に伴う財政支援につい

て、事業化することとした。 

  令和３年度から財源が国庫補助から基金へ変更となった。（補助率 10/10） 

 

２ 事業概要 

 (1) 実施主体   

   平成 30 年度病床機能報告において、｢高度急性期｣｢急性期｣｢慢性期｣のいずれ

かの医療機能を選択した病棟の稼働病床数を１床以上報告し、令和２年度以降に

上記の対象３区分のいずれかの病床の削減を行う病院等の開設者又は開設者で

あったもの。 

 

 (2) 事業内容 

   地域医療構想の実現を目的とした以下の要件を満たす病床削減に対して、補助

金を交付する。 

   ・地域医療構想調整会議で協議し、医療審議会の了承を得ていること。 

   ・病床削減後の許可病床数が、平成 30 年度病床機能報告における稼働病床数

の 90％以下であること。 

    

３ 補助金の概要 

  ①平成30年度病床機能報告において、対象３区分(高度急性期、急性期、慢性期)

として報告された病床の稼働病床数の合計から一日平均実働病床数までの間

の削減について、対象３区分の病床稼働率に応じ、削減病床１床当たり下記の

表の額を支給する。 

病床稼働率 削減した場合の１床当たり単価 

50％未満 1,140千円 

50％以上60％未満 1,368千円 

60％以上70％未満 1,596千円 

70％以上80％未満 1,824千円 

80％以上90％未満 2,052千円 

90％以上 2,280千円 

 
②一日平均実働病床数以下まで削減する場合は、一日平均実働病床数以下の削減

病床について、１床当たり2,280千円を交付する。 

 

③上記①及び②による補助金額の算定に当たっては、削減病床数に回復期及び介

護医療院への転換病床数、同一開設者の医療機関への融通病床数は含めない。 

 

第１回志太榛原地域医療構想調整会議 報告３ 


